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憲 法 
 

 

・解答上の注意 

 

１．問題用紙は 2頁、解答用紙は 2枚、下書き用紙は 1枚です。 

２．すべての解答用紙に、一橋大学の受験番号を記入してください。氏名は絶対に記入し 

ないでください。 

３．小問１、小問２とも解答してください。 

４．解答用紙は、設問ごとに分ける必要はありません。 

５．解答用紙の追加、交換はしません。解答用紙は、白紙である場合も含め、すべて提出 

してください。 

６．問題の内容についての質問には、応じません。 

７．貸与した六法に、書き込みをしてはいけません。 

８．試験終了後、問題用紙と下書き用紙は、持ち帰ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

問題 

 

 

次の事例を読んで、下の問いに答えなさい。 

 

W 県 Y 町は、古式捕鯨の伝統を有し、現在も捕鯨を主要な産業の一つとしている。Y 町

は、鯨類及びその他の水族並びに捕鯨の関係資料等を収集し、展示することを目的とする

「くじらの博物館」（以下、本件博物館）を設置・管理している。本件博物館は、鯨類に関

する博物館としては、世界最大の規模のものである。近年、本件博物館では、館内で断り

なく記者会見を開くなどの反捕鯨団体による迷惑行為が相次いでいた。そのため本件博物

館の館長 Aは、過激な反捕鯨団体に提示する目的で、「捕鯨反対の方は博物館には入館でき

ませんのでご注意ください」との内容が、英語で大きく、日本語では小さく記載されてい

るプラカード（以下、本件プラカード）を作成させた。なお、本件博物館に関する条例や

規則は、【資料】に付したようなものであるが、そこには明示的に館内での撮影を禁止する

ことを定めた条項はない。 

Xはオーストラリア国籍で同国在住のジャーナリストであり、イルカに対する取扱いを改

善することを目指して、非営利法人を設立しているものである。Xは 2016年 11月 1日に、

コーディネーター兼通訳である B、弁護士である C 並びにオーストラリアのドキュメンタ

リー番組のクルー5 名と共に（以下、本件団体）、本件博物館に入館した。本件団体は、入

館後、本件博物館への事前の通知をすることなく、大型の機材を用いたカメラ撮影及び取

材を行った。しかし、本件博物館側が責任者は誰であるかを日本語で尋ねるなどすると、

自ら退館した。 

その後 C は、将来訴訟を提起する可能性を考えて、本件プラカードや、やり取りを証拠

とするため、映像を撮るように Xに勧めた。そこで Xは、Bと共に 11月 5日に本件博物館

を再び訪れ、チケットを買おうとした。館長 A は、X が本件団体の一員であると認識した

ため、本件プラカードを提示させ、入館チケットの販売を拒否した（以下、本件入館拒否）。

X はビデオカメラでその様子を撮影した後、窓口で 2 分程度職員とやり取りをし、礼を述

べて立ち去った。 

Xは、本件入館拒否及びその際の本件プラカードの提示により精神的損害を被ったとして、

Y町に対して国家賠償法 1条 1項に基づく損害賠償を求めたいと考えている。 

 

 

 

小問１ 

Xから依頼を受けた弁護士 Cは、まず、憲法 21条 1項にかかわる主張ができるのではな

いかと考えた。あなたが弁護士 C の立場にあった場合、どのような主張を行うか述べなさ
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い。さらに、これに対する Y 町側の反論について簡潔に述べたうえで、あなた自身の見解

を示しなさい。 

小問２ 

弁護士 Cは、次に、憲法 14条 1項にかかわる主張ができるのではないかと考えた。あな

たが弁護士 C の立場にあった場合、どのような主張を行うか述べなさい。さらに、これに

対する Y町側の反論について簡潔に述べたうえで、あなた自身の見解を示しなさい。 

 

 

 

【資料 1】博物館法 

第 18条（設置） 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体

の条例で定めなければならない。  

 

【資料 2】Y町立くじらの博物館条例 

第 1条（設置） 

 博物館法（昭和 26年法律第 285号）第 18条の規定に基づき、本件博物館を設置する。 

第 3条（目的） 

 本件博物館は、鯨類及びその他の水族並びに捕鯨の関係資料等を収集し、鯨類及びその

他の水族を飼育すると共に、これを展示して教育的配慮のもとに一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資すると共に、これらの資料に関する調査研

究をすることを目的とする。 

第 10条（入館の拒否及び退館） 

 1号 公安又は風俗を乱し、その他、他人の迷惑になるおそれがあるとき。 

 2号 係員の指示に従わないとき。 

 3号 その他管理上支障があると認められるとき。 

 

 

【資料 3】Y町立くじらの博物館規則 

第 6条（禁止行為） 

 博物館の管轄区内で次の行為をしてはならない。（1号から 5号は省略） 

6号 その他館長が博物館の管理上支障があると認めた行為。 


